
6

市
は
、
６５
歳
以
上
で
生
活
が
著
し
く
苦
し

い
人
を
対
象
に
、
１０
月
１
日
か
ら
介
護
保
険

料
の
減
免
制
度
を
実
施
し
ま
す
。

６５
歳
以
上
の
人
（
第
一
号
被
保
険
者
）
の

介
護
保
険
料
は
、
基
準
額
（
年
額
3
4，

2

5
0
円
）
を
基
に
、
負
担
が
重
く
な
り
す
ぎ

な
い
よ
う
、
所
得
に
よ
っ
て
第
1
〜
5
段
階

に
調
整
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
減
免
の
対
象
と
な
る
の
は
、
介
護
保

険
料
の
区
分
が
第
1
段
階
と
第
2
段
階
（
下

図
参
照
）で
、生
活
保
護
を
受
け
て
お
ら
ず
、

次
の
す
べ
て
の
要
件
に
あ
て
は
ま
る
人
で
す
。

1
世
帯
全
員
の
収
入
合
計
額
が
生
活
保
護
基

準
未
満

2
市
民
税
納
税
者
の
扶
養
に
な
っ
て
い
な
い

3
市
民
税
納
税
者
と
い
っ
し
ょ
に
暮
ら
し
て

い
な
い

4
自
分
の
住
ま
い
以
外
の
不
動
産
や
、
高
額

な
預
貯
金
（
独
居
世
帯
で
1
5
0
万
円
、

一
人
増
え
る
ご
と
に
５０
万
円
を
加
算
）
な

ど
を
持
っ
て
い
な
い

減
免
さ
れ
る
額
は
？

第
1
段
階
の
人
は
、
現
在
の
保
険
料
の
2

分
の
１
を
減
額

第
2
段
階
の
人
は
、
現
在
の
保
険
料
の
3

分
の
2
を
減
額

審
査
は
？

本
人
ま
た
は
そ
の
家
族
の
申
請
に
基
づ

き
、
収
入
、
預
貯
金
な
ど
の
資
産
や
個
別

事
情
を
次
の
必
要
書
類
に
よ
り
審
査
し
ま

す
。

必
要
書
類
は
？

●

介
護
保
険
被
保
険
者
証

●

世
帯
全
員
の
預
貯
金
通
帳
な
ど

●

年
金
振
込
み
通
知
書

●

確
定
申
告
の
写
し
な
ど
収
入
が
分
か
る

証
明
書

●

そ
の
他
収
入
や
資
産
が
分
か
る
も
の

●

家
賃
、
地
代
の
支
払
額
が
分
か
る
も
の

●

印
鑑

※
本
人
及
び
そ
の
世
帯
員
の
状
況
に
よ
り
、

必
要
な
書
類
が
異
な
り
ま
す
。
詳
細
は
市

役
所
介
護
保
険
課
へ
。

申
し
込
み
は
？

１０
月
１
日
（
火
）
か
ら
市
役
所
介
護
保
険

課
（
本
庁
舎
１
階
）
で
受
け
付
け
ま
す
。

◇

問
い
合
わ
せ
は
、
市
役
所
介
護
保
険
課
保
険

担
当
1
（
2
6
0
）
5
1
6
9
、

kaig
o

へ
。
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介
護
保
険
料
の
新
た
な
減
免
制
度
が

始
ま
り
ま
す

特例市　やまと

 
生活保護受給者、または老齢福祉年金 
受給者で世帯全員が市民税非課税の人 

世帯の収入が少なく、生活が著しく苦しい人 
（生活保護を受けておらず、上記1～4のすべての要件に該当する） 

あなたは新たな減免制度の対象者です 

 
世帯全員が市民税非課税の人 

対象外 

対象外 対象外 

第2段階 第1段階 

あなたは生活保護を 
受けていますか 

あなたは市民税を 
納めていますか 

老齢福祉年金を 
受給していますか 

世帯のだれかが市民税を 
納めていますか 

はい 
はい 

はい 

はい 

はい 

いいえ 
いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

新たな減免制度の対象となるのは？ 

スタート 
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6
月
5
日
の
米
空
母
キ
テ
ィ
ホ
ー
ク
の
横

須
賀
帰
港
に
前
後
し
て
、
そ
の
艦
載
機
約
７０

機
が
厚
木
基
地
に
飛
来
し
ま
し
た
。
そ
れ
以

降
、
航
空
機
騒
音
が
激
し
さ
を
増
し
、
市
民

の
皆
さ
ん
か
ら
苦
痛
と
不
安
を
訴
え
る
声
が

数
多
く
市
に
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
中
、
市
民
各
層
の
代
表
者
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
大
和
市
基
地
対
策
協
議
会

（
会
長：

土
屋
侯
保
市
長
）
で
は
、
厚
木
基

地
に
関
す
る
諸
問
題
の
解
決
を
図
る
た
め
8

月
２７
日
、
ア
メ
リ
カ
大
使
館
を
は
じ
め
、
防

衛
庁
及
び
防
衛
施
設
庁
、
外
務
省
な
ど
に
対

し
、
厚
木
基
地
の
早
期
返
還
と
基
地
対
策
の

抜
本
的
改
善
に
関
す
る
要
請
を
行
い
ま
し

た
。

一
行
は
、
艦
載
機

を
中
心
と
す
る
航
空

機
騒
音
の
被
害
の
実

態
を
強
く
訴
え
る
と

と
も
に
、
厚
木
基
地

で
の
夜
間
連
続
離
着

陸
訓
練
（
Ｎ
Ｌ
Ｐ
）

の
禁
止
を
は
じ
め
、

航
空
機
騒
音
の
軽
減

及
び
航
空
機
の
安
全

対
策
の
徹
底
、
国
の

住
宅
防
音
工
事
の
拡

充
、
更
に
飛
行
計
画

や
騒
音
状
況
な
ど
の

情
報
の
公
表
な
ど
を

強
く
要
請
し
ま
し
た
。

市
は
今
後
と
も
、
基
地
に
関
わ
る
さ
ま
ざ

ま
な
問
題
に
対
し
、
全
力
で
取
り
組
ん
で
い

き
ま
す
。

◇

問
い
合
わ
せ
は
、
市
役
所
基
地
対
策
課
基
地

対
策
担
当
1
（
2
6
0
）
5
3
1
0
、

kichi

へ
。

な
お
、
騒
音
に
関
す
る
国
な
ど
へ
の
苦
情
の

Ｅ
メ
ー
ル
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
お

送
り
く
だ
さ
い
。
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基
地
対
策
協
議
会
が
厚
木
基
地
の
早
期
返

還
と
基
地
対
策
の
抜
本
的
改
善
を
要
請

インフォメーション

は各課のEメールアドレスです。表示したアドレスの後に「@gov.city.yamato.kanagawa.jp」を続けてください。

新
し
い
国
民
健
康
保
険
証
を
、
9
月
中
旬

か
ら
皆
さ
ん
に
配
達
記
録
郵
便
で
送
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
に
加
入
し
て
い

る
世
帯
に
は
、
１
世
帯
に
１
枚
の
保
険
証

（
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
）
を
交
付
し

ま
す
。
保
険
証
は
、
国
保
の
加
入
者
の
証
明

で
あ
り
、
医
療
機
関
に
か
か
る
と
き
は
必
ず

保
険
証
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

医
療
機
関
は
、
保
険
証
で
皆
さ
ん
が
国
保
に

加
入
し
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
、
保
険
に
よ

る
診
療
を
し
ま
す
。

保
険
証
を
提
示
し
な
い
で
診
療
を
受
け
る

と
、
医
療
費
が
全
額
自
己
負
担
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

保
険
証
が
交
付
さ
れ
た
ら
、
次
の
こ
と
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

1
内
容
を
確
か
め
る
　

記
載
事
項
に
誤
り
が
な
い
か
確
か
め
て

く
だ
さ
い
。

2
必
ず
手
元
に
保
管
す
る

医
師
の
診
療
が
済
ん
だ
ら
、
必
ず
手
元

に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

3
資
格
が
な
く
な
っ
た
ら
返
還
す
る

他
市
町
村
へ
転
出
し
た
り
、
職
場
の
健
康

保
険
に
入
っ
た
と
き
は
、
必
ず
届
け
出
を

し
、
保
険
証
を
返
還
し
て
く
だ
さ
い
。

4
も
う
一
枚
必
要
な
と
き

遠
隔
地
へ
入
学
、
ま
た
は
長
期
旅
行
な

ど
で
必
要
な
と
き
は
、
も
う
一
枚
発
行

し
ま
す
の
で
、
市
役
所
保
険
年
金
課
窓

口
へ
。

5
記
載
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き

市
内
で
住
所
が
変
わ
っ
た
り
、
世
帯
主

や
氏
名
が
変
わ
る
な
ど
、
被
保
険
者
の

状
況
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
ま
ず

市
役
所
市
民
課
ま
た
は
渋
谷
分
室
で
住

民
登
録
の
変
更
を
し
て
く
だ
さ
い
。
自

分
で
勝
手
に
書
き
直
す
と
、
そ
の
保
険

証
は
無
効
に
な
り
ま
す
。

※
保
険
証
は
た
い
せ
つ
に
取
り
扱
い
ま
し
ょ

う
。

◇

問
い
合
わ
せ
は
、
市
役
所
保
険
年
金
課
保
険

税
担
当
1（
2
6
0
）5
1
1
4
、

nenkin

へ
。
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国
民
健
康
保
険
証
が
更
新

新
し
い
保
険
証
を
送
付
し
ま
す

市
内
の
公
共
施
設
な
ど
を
バ
ス
で
見
学
す

る
「
施
設
め
ぐ
り
」
の
参
加
者
を
次
の
と
お

り
募
集
し
ま
す
。

と
　
きs

１０
月
２２
日（
火
）午
前
9

時
市
役
所
集
合
、
午
後

3
時
３０
分
ご
ろ
市
役
所

解
散
。

見
学
先s

環
境
管
理
セ
ン
タ
ー
、

消
防
署
、
北
部
浄
化
セ

ン
タ
ー
、
泉
の
森
（
雨

天
の
場
合
は
、
つ
る
舞

の
里
歴
史
資
料
館
）。

定
　
員s

２５
人

※
昼
食
時
に
は
市
長
と
懇
談
。

昼
食
は
、
市
で
用
意
し
ま
す
。

申
し
込
み
は
１０
月
4
日（
金
）ま

で
に
、
電
話
で
市
役
所
秘
書
広

報
課
へ
（
先
着
順
）。

◇

問
い
合
わ
せ
は
、
市
役
所
秘
書

広
報
課
広
報
担
当
1（
2
6
0
）

5
3
1
4
、

k
o
u
h
o
u

へ
。
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施
設
め
ぐ
り
の
一
般
参
加
者
募
集

防衛庁で中谷長官（左から二人目）に
要請する協議会のメンバー




